
市街化調整区域における
地区計画制度について

東近江市都市計画審議会
平成30年6月２８日
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そもそも都市計画とは

（都市計画法第1条 目的）

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の
均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的と
する。

（都市計画法第2条 基本理念）

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康
で文化的な生活及び機能的な都市活動を確保するため、
適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ることを基本
理念とする。

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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自然環境と農村、都市が共生する

やすらぎと活力あるまち 東近江

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会

～ひと・くらし・しぜんつながる“まち育て”
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自然環境と・・・・・これは、策定中のマスタープランの基本理念の素案です。都市計画の目標は大きく２つです。健康で文化的な都市生活の確保と機能的な都市活動の確保です。つまり、一つは住環境の整備でもう一つは産業･経済基盤の整備です。ですから、本日、八日市商工会議所の皆様とご意見を伺えることは、マスタープランの策定にとって大変意義のあることだと考えております。本市と資源と課題というテーマで、この後の意見交換の話題提供とさせていただきました。これで報告を終わらせていただきます。



近江八幡八日市
都市計画区域

湖東都市計画区域

都市計画区域外

東近江市の都市計画区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　まず、合併に伴って本市は都市計画上の大きな課題を抱えることになりました。　近江八幡八日市都市計画区域　線引きの都市計画区域です。八日市、能登川、五個荘、蒲生地区　赤い部分が市街化区域。　湖東都市計画区域　線引きがされていない都市計画区域です。愛東、湖東地区　そして、都市計画区域外。永源寺地区と愛東・湖東の山間部　ちょうど、市街化区域、市外化調整区域、非線引きの都市計画区域、都市計画区域外の４地域の接点となる部分の土地利用規制が大きく異なることになっています。　ピンクの市街化調整区域では開発・建築の規制が厳しいため、比較的規制のゆるやかな湖東都市計画区域や区域外の郊外に住宅や工場の立地が進んでいます。　合併によって一つ市になったからには、都市計画においても格差や不合理が生じないような制度に見なおす必要であると考えています。　都市計画区域の再編の決定は、滋賀県にありますが、都市計画の根幹となる制度でありますので、今回マスタープランで何らかの方針を見出したいと考えています。　



農業振興地域 ･ 自然公園

都市計画区域と開発許可制度

許
可
不
要

市街化区域 市街化調整区域

14.18ｋ㎡ 120.49ｋ㎡ 41.62ｋ㎡ 212.29ｋ㎡

１０００㎡未満 １０００㎡未満

１００００㎡以上
開発許可必要

土地区画整理事業 市街地再開発事業
住宅街区整備事業 防災街区整備事業

公益施設 都市計画事業 公有水面埋立
非常災害 管理・軽易行為 国・県の機関

農林漁業用

開発禁止 １００００㎡未満

１０００㎡以上
開発許可必要

１０００㎡以上
開発許可必要

線引き都市計画区域 非線引き

都市計画区域
都市計画区域外

34条該当の

み開発許可

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
都市計画区域と開発許可制度について説明します。本市には、２つの都市計画区域と区域外の地域があり、近江八幡八日市都市計画区域は、市街化区域と調整区域に線引きされており、都合４種類の異なる土地利用規制の区域があります。まず、緑の部分ですが、駅や変電所などの公益施設や都市計画事業、農林漁業用施設などはすべての区域で開発許可が不要です。また、市街化区域、非線引き区域では１０００㎡未満、区域外では１００００㎡未満の敷地なら開発許可は不要です。それ以上の敷地の場合（黄色の部分）は、許可を得て開発することが可能です。しかし、調整区域では規模に拘らず原則として開発行為は禁止されています。但し、都計法では例外を認めており、３４条の要件に該当する場合に限り、開発許可を受けることが可能となります。●この他に、いずれの場合も、都計法とは別に農振法や自然公園法などの他法令による制限はあります。



都市計画法第３４条

第1号 調整区域居住者の日常生活に必要な店舗、事業所等

第2号 鉱物資源・観光資源等の利用上必要な建築物等

第4号 農林漁業用建築物、農林水産物の貯蔵・加工施設等

第9号 道路管理施設、休憩所又は給油所（沿道サービス施設）

第10号 地区計画・集落地区計画区域内で計画に適合する建築物等

第11号 条例で指定した地域内での自己用戸建て住宅

第12号 認定既存住宅団地での自己用住宅や分化に伴う自己用住宅等

第14条 市街化を促進するおそれがなく、開発審査会の議を経たもの

（旧法）計画的な市街化に支障のない大規模開発（５ha以上）
法第34条第10号(ｲ)

平成１９年

廃 止

市街化調整区域における開発許可の基準

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、調整区域において開発許可が可能となる３４条の要件を説明します。１４項目ありますが、主な例を見てみます。第１号では調整区域居住者のための日常生活品の販売店舗などが該当します。４号では農林漁業用建物や貯蔵加工施設などです。８号では市街化区域にはそぐわない危険物の貯蔵施設などです。そして、第１０号において地区計画の区域内で、計画に適合する建築物等の建築を目的とする開発行為が許可の対象となります。平成１９年の法改正により、以前は可能であった調整区域における５ｈａ以上の大規模開発が廃止されたことに伴って、調整区域でも面的な開発が可能な地区計画が注目されるようになりました。



地区計画とは？

住民みんなで決めるまちづくりのルール

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、地区計画とはどういうものかということですが。地区計画は都市計画の種類の一つですが、大きな特徴は、都市計画を定める範囲が狭いということです。住民生活に身近な地区を単位として、土地利用の仕方や地区内の施設の配置、建築物の建て方などきめ細かな街づくりのルールを定めるものです。具体的には、「ここは住宅専用地区とし工場は建てては駄目です」とか「ここに道路や公園を整備しますので立て門は立てないで下さい」とか、「ここでは建築物の高さは１０ｍ以内にして下さい」というような詳細計画を決めて、住民がこのルールを守ることによって良好なまちづくりを進めようというものです。現在市内では、布引台地区や能登川駅西地区など３地区が決定されています。市街化区域においては、おおいに採用されるべき有効な都市計画制度ですが、市街化を抑制すべき調整区域となると難しい問題があります。



放
っ
て
お
く
と

地区計画を決めると

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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都市計画
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ

地区計画 開発許可制度連携

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
調整区域における地区計画は、本来市街化を抑制すべき区域である調整区域において開発を可能とするものですから、限定的に実施するもので、野放図に認められるものではありません。本市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに定められた街づくりの方針に基づき、開発許可制度と緊密な連携をとって慎重にこの地区計画制度は運用する必要があります。そのため、今回、運用基準を策定するものであります。



都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝとの整合

市街化抑制の原則

新たな公共投資不要

基本方針（第4条）

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在、運用基準を作成中ですが、運用基準に定めることとなる主な内容を説明します。●まず調地区を運用する基本方針です。本市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに整合すること、市街化を抑制すべきという調整区域の原則を前提とすること、開発によって水道や道路などの新たな行政投資を必要としないことなどを明文化します。●調地区を適用する区域を限定します。例えば、災害発生の恐れがある区域や優良な集団農地、自然環境を保全すべき区域などは除外することとします。●地区計画と一概に言っても立地場所や目的などによっていろいろなケースが考えられますので、地区計画の類型を示し、何れかの類型に当てはまるものを適用することとします。　例えば、宅地活用継続型というのは、調整区域に立地していた工場等が操業を止められて、他に利用もできず放置されているケース等で、地区計画を利用して周辺環境と調和した継続的な土地活用を図っていこうというものです。●次に、計画する地区計画の名称、区域や土地利用･地区施設の方針や詳細な地区整備計画等、地区計画の中に定めるべき内容を示します。●そして地区計画の策定手続きとして、区域内の住民合意や、計画段階からの都市計画審議会の意見聴取など、具体的な策定の手続きについても定めることとしています。以上のような運用基準を定めることにより、適正に制度運用がされるよう努めたいと考えています。



市街化調整区域においては、農業振興地域整備計

画に合わせ優良農地を保全するとともに無秩序な開

発は抑制する。

ただし、インターチェンジ周辺や主要な幹線道路

沿道、市街化区域の外縁部、及び工場跡地等の低未

利用地において新たな開発が必要な場合は、市全体

や地域の持続的な発展につながるような質の高い開

発に限定し、地区計画を導入するなど、計画的な土

地利用の誘導を図る。

マスタープランにおける位置付け

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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適用区域の制限（第5条）

災害危険区域

優良な集団農地

自然環境保全区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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地区計画の類型（第６･７条）

既存集落型

宅地活用継続型

市街化区域隣接型

沿道型 （非住居系）

地域振興型 （非住居系･非商業系）地域振興

地域振興型 （非住居系・非商業系）コミュニティ維持

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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地区計画の類型　イメージ図

既存集落

既存集落

高速自動車国道
インターチェンジ

幹線道路

市街化調整区域等

市街化区域隣接型

既存集落型

宅地活用継続型 工場跡地等

沿道型（非住居系）

地域振興型
（非住居系）
地域振興

既存集落型

既存集落

小学校

市街化区域

立地適正化計画
居住誘導区域

駅 駅

地域振興型
（非住居系）

コミュニティ維持

地域振興型
（非住居系）

コミュニティ維持

支所・コミュニティセンター

支所・コミュニティセンター

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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既存集落型 建部日吉町

整備前

市街化調整区域

市街化区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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既存集落型 建部日吉町

整備後

市街化調整区域

市街化区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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宅地活用継続型 尻無町

整備前

市街化調整区域

市街化区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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宅地活用継続型 尻無町

整備後

市街化調整区域

市街化区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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市街化区域隣接型 沖野三丁目

整備前

市街化調整区域

市街化区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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市街化区域隣接型 沖野三丁目

整備後

市街化調整区域

市街化区域

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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沿道型 （非住居系）

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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地域振興・コミュニティ維持

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会

地域振興型
(非住居･非商業系）
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都市計画法による手続き

条例による手続き

運用基準による手続き

開発許可・建築確認等

地
区
計
画
の
策
定

事
業
実
施

素案

原案

案

地区計画の手続き

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会

小委員会で審議

本会で審議
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運用基準の要点

市街化調整区域の性格を尊重

（必要な地区計画の種類を限定）

地域のまちづくりに寄与・住民合意に
よる計画づくり

開発許可制度と連携した厳格な審査

２０１８．６．２８ 東近江市都市計画審議会
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